
平成 30 年度 東京都青梅市及び兵庫県川西市における 

強化対策の効果検証結果について 

 

Ⅰ．経緯 

 植物防疫法に基づくウメ輪紋ウイルス（PPV）の緊急防除のうち、根絶の一層の

早期化を図り、宿主植物の植栽が可能となる強化対策を平成 27 年度から東京都青

梅市及び兵庫県川西市において実施している。その内容は以下のとおり。 

① PPV が感染するウメ、モモなどの全ての植物（宿主植物）に対して年２回（有

翅アブラムシが発生する春、秋）の消毒を実施。 

② 年３回の宿主植物の感染状況調査を実施し、早期に感染植物を発見。 

③ 感染植物が確認された場合には、原則、即時に伐採（又は枝打ち）を実施。 

 また、平成 28 年５月に開催された PPV 対策検討会で、強化対策地区内において

再植栽を認めるための判断基準について以下のとおり取りまとめられた。 

① ウメ実生苗で PPV の感染が生じないこと 

② 植物防疫官による春季のアブラムシ発生調査に合格すること 

③ 年３回の感染状況調査及び感染植物の即時伐採（又は枝打ち）が行われること 

 以上の対策について結果を取りまとめ、感染拡大防止の効果を検証、確認した。 

 なお、青梅市は、平成 29 年 10 月に開催された PPV 対策検討会において、強化

地区の拡大を要望し、地区の追加が認められている。 

 

Ⅱ．調査内容 

１．ウメ実生苗を用いたアブラムシによる感染調査 

（１）目的 

 ウメ実生苗は、PPV に感染した場合、当該年度内に発症するとの知見に基

づき、強化対策地区に実生苗を植栽し、強化対策実施下において新たに植栽

した宿主植物が感染する確率を推計する。 

（２）方法 

 強化対策地区をおおよそ 250ｍ四方に区切り、中心地区（再植栽地区）に

おいてアブラムシの飛翔行動の特性を考慮して、街道沿いの区画を中心に設

置場所を選定。 

 青梅市では川沿い、山沿いの区画も含めて 60 区画（１～２か所／区画）

とし、当年生のウメ実生苗を 60 か所に各７～13 本ずつ２回に分けて植栽し

た（計 511 本、植栽時期：４月中旬、５月上旬）。 

 川西市では、10 区画（１～４か所／区画）とし、当年生のウメ実生苗を

20 か所(公共施設、民家の庭及び果樹園)に各３～12 本ずつ２回に分けて植

栽した（計 337 本、植栽時期：４月下旬、５月下旬）。 

 ５月から８月までの各月末に、植物防疫官又は市の担当者が全ての苗につ

いて症状の有無を目視調査し、擬似症状が認められた場合には当該葉を採取

して感染の有無について、イムノクロマト検定及び LAMP 検定を行った。 

また、調査が終了する８月末には、目視調査と併せ、擬似症状の有無に関

わらず全ての苗から葉を５枚ずつ採取し（一部の葉の少ない苗からは１～３

枚採取）、イムノクロマト検定を実施し、陽性が確認された場合は LAMP 検

定を実施した。 



（３）結果 

 青梅市及び川西市ともに、５月～８月の４回の調査で、擬似症状が確認さ

れた苗は無かった。また、８月末の調査では全ての苗から葉を採取し、検定

した結果、全て陰性であった（表１）。なお、青梅市では昨年度植栽した苗

の葉を４月に採取し、検定した結果、全て陰性であった。 

 このことから、両強化対策地区とも再植栽を認める判断基準「①ウメ実生

苗で PPV の感染が生じないこと」を満たした。 

 

表１ 実生苗の調査結果 

 

 

８月末における調査 

実生苗数（注） 

調査期間中に擬似症

状が認められた苗数 

検定で PPV 感染が確

認された苗数 

青梅市 430 0 0 

川西市 259 0 0 

（注）当初、青梅市に 511 本、川西市に 337 本を設置。８月末の調査では、

生育不良により青梅市で 81 本、川西市で 78 本が減少。 

 

２．春季のアブラムシ発生調査 

（１）目的等 

 春季に実施したアブラムシ防除の結果、宿主植物におけるアブラムシの寄

生密度が一定以下に維持されていたことを確認することで、有翅虫の発生の

程度を評価する。 

（２）方法 

 再植栽地区（中心地区）内で春季のアブラムシの飛来期に 120 本のウメ（若

しくはモモ。以下「ウメ等」という。）を無作為に抽出し、１樹当たり５本

の新梢を調査する。１新梢当たり 15 頭以上のアブラムシが確認された場合

は、寄生新梢と判定し、中心地区の寄生新梢率（（寄生新梢数／調査対象植

物数×５）×100）が 7.5％を越えた場合には、強化地区内での農薬の追加散

布を指示する。 

 調査は、アブラムシ飛翔期の５月上旬から７月上旬まで２週間毎に計４回

実施した。 

（３）結果 

 青梅市及び川西市における寄生新梢率は、表２に示すとおりであり、いず

れも基準としている 7.5％を超えることはなかった。 

 このことから、両強化対策地区とも再植栽を認める判断基準「②植物防疫

官による春季のアブラムシ発生調査に合格すること」を満たした 

 

表２ 寄生新梢率の調査結果 

 ５月 19 日 ６月４日 ６月 18 日 ７月２日 

青梅市 0.5％ 0.5％ 3.17％ 0.5％ 

 ５月８日 ５月 22 日 ６月５日 ６月 19 日 

川西市 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

 



３．年３回の感染状況調査及び感染植物の即時伐採 

（１）目的等 

 感染は、感染植物と PPV を媒介するアブラムシの組合せにより拡大するこ

とから、感染植物の早期発見・即時伐採が的確に行われる必要がある。 

 このため両市とも、３回の感染状況調査を実施する。 

（２）方法 

 目視調査により擬似、類似症状が確認されたウメ等の宿主植物について、

葉を採取し、植物防疫所が採用しているイムノクロマト検定及び LAMP 検定

を行い、両検定方法で陽性を示した場合は、感染植物とした。なお、当該検

定結果は、速やかに植物防疫所から青梅市又は川西市に通知され、２週間以

内に伐採（又は枝打ち）を実施する。 

（３）結果 

 ３回の感染状況調査で確認された感染植物の伐採状況は表３のとおり。青

梅市では、1 回目に感染が確認された１園地１本については、当初、所有者

が枝打ちを了承せず、説得に期間を要したが、その間、市職員が定期的（週

３回）に当該感染植物へのアブラムシの寄生の有無を確認するなど、感染拡

大防止措置を適切に実施した。また、川西市では、感染植物の即時伐採（又

は枝打ち）が実施された。以上の結果から、両強化対策地区ともに再植栽を

認める判断基準「③年３回の感染状況調査及び感染植物を原則２週間以内に

伐採（もしくは枝の切除等の感染拡大防止措置）が行われること」を満たし

たと判断した。 

 

表３ 感染植物の伐採（枝打ち）状況 

 

 

調査回 

 

調査実施 感染確認 即時伐採 

園地数 植物数 園地数 植物数 園地数 植物数 

 

青梅市 

 

第１回 1,277 4,277 44 63 43※ 62 

第２回 1,237 4,100 6 8 6 8 

第３回 1,218 4,079 5 5 5 5 

 

川西市 

 

第１回 516 3,052 2 2 2 2 

第２回 489 3,007 0 0 － － 

第３回 486 2,916 0 0 － － 

※  1 園地については、伐採の了承を得られるまでの間、青梅市が当該園地のアブ

ラムシ発生状況を定期的に監視し、もし確認された場合には防除できる態勢で

対応した（８月 31 日枝打ち終了）。 

 

Ⅲ．総合考察 

 強化対策は、アブラムシの防除、感染植物の早期発見、即時除去を行うことに

より、再植栽された植物への感染拡大を防止するものであり、それらが適正に行

われているかを３つの判断基準、①ウメ実生苗での PPV 感染の有無、②アブラム

シの発生状況、③感染植物の即時伐採状況で判断した。 

 今回の結果は、両強化対策地区ともに３つの判断基準を満たし、感染拡大防止

対策の効果は十分発揮されていると評価された。 


